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規 則 ○ 教職員免許状に関する規則の一部を改正する規則 …………………………… 人 材 政 策 室 １頁
○ 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則
の一部を改正する規則 …………………………………………………………… 福利・給与室 ８頁

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 三 年 二 月 二 十 八 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 清 水 明
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教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 六 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。
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第 二 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 七 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 十 五 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 十 九 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 二 十 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。
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第 二 十 三 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。
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再生紙を使用しています
8

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要 な

調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 三 年 二 月 二 十 八 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 清 水 明
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公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ) の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 四 項 中 ｢ 十 日 ｣ を ｢ 二 十 一 日 ｣ に 改 め 、 ｢ 近 い ｣ の 下 に ｢ 休 日 、｣ を 加 え る 。

第 三 条 第 二 項 中 ｢ 十 日 ｣ を ｢ 二 十 一 日 ｣ に 改 め 、 ｢ 近 い ｣ の 下 に ｢ 休 日 、｣ を 加 え る 。

附 則

( 施 行 期 日 )

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

( 経 過 措 置 )

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 支 給 原 因 と な る 事 実 が 生 じ た 手 当 の 支 給 日 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 第 三 条 に よ り 支 給 さ れ る こ の 規 則 の 施 行 の 日 の 属 す

る 月 の 手 当 の 支 給 日 に つ い て は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る

規 則 第 三 条 第 二 項 中 ｢ 二 十 一 日 ｣ と あ る の は 、 ｢ 十 六 日 ｣ と す る 。


